
(証券コード 9363)
2022年６月９日

株 主 各 位
大阪市中央区久太郎町４丁目１番３号

株式会社 大 運
代表取締役社長 岩 崎 雅 信

第102期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第102期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご

通知申し上げます。
株主の皆様におかれましては、感染拡大防止の観点から、本株主総会に

つきましては、極力、書面又はインターネットにより事前の議決権行使を
いただき、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控
えいただくようお願い申し上げます。

お手数ではございますが後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、後述の

ご案内に従って2022年６月27日（月曜日）午後５時までに議決権を行使してください

ますようお願い申し上げます。

敬 具

記

１．日時 2022年６月28日（火曜日） 午前10時

２．場所 大阪市中央区久太郎町三丁目５番19号

大阪ＤＩＣビル３階 ＴＫＰ大阪本町カンファレンスセンター

３．会議の目的事項

報 告 事 項 第102期 (2021年４月１日から2022年３月31日まで)

事業報告及び計算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 定款一部変更の件

第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
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４．議決権の行使についてのご案内

(１) 書面による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2022年６月27日（月曜日）

午後５時までに到着するようご返送ください。

(２) インターネットによる議決権行使の場合

インターネットにより議決権を行使される場合には、38頁の「インターネット

による議決権行使のご案内」をご高覧のうえ、2022年６月27日（月曜日）午後５

時までに行使してください。

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいま

すようお願い申し上げます。

また、紙資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

<株主様へのお願い>

・株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により上記対応を変更する場

合がございます。インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.daiunex.co.jp）よ

り、発信情報をご確認くださいますよう、併せてお願い申し上げます。

・株主総会の運営スタッフはマスク着用で応対をさせていただきますのでご了承くださ

い。

・ご来場の株主様は、マスクの持参・着用をお願い申し上げます。

・本総会においては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催時間を短縮する観点か

ら、議場における報告事項（監査報告を含みます）及び議案の詳細な説明は省略させてい

ただきます。株主様におかれましては、事前に招集通知にお目通しいただけますようお願

い申し上げます。

◎株主総会参考書類、事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当

社ウェブサイト（http://www.daiunex.co.jp）に掲載させていただきます。

― 2 ―

2022年05月26日 19時56分 $FOLDER; 2ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



(添付書類）

事 業 報 告

(2021年４月１日から
2022年３月31日まで)

１．会社の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当期の日本経済は、新型コロナウイルス感染症のウイルス変異種の発生に伴い

収束、拡大を繰り返し国民の生活に深く影を落としています。世界経済につきま

してもコロナ感染症に加え、ロシアによるウクライナ侵攻に伴う石油製品の高騰

等により、景気の回復に予断を許さない状況が続いております。また、各分野の

生産活動においても多大な影響を与え物価上昇の懸念が出てきています。これに

は物流の停滞が一因を作っていますが、当社では、各国の協力代理店及び船会社

と緊密な連携のもと必要なコンテナ配送手配、荷役作業等を行いお客様に迷惑が

掛からないように努力してまいりました。

このような状況の中、当社におきましては、世界的なコンテナ不足の影響によ

る海上運賃の上昇、新規顧客の開拓や既存顧客との深耕を図った結果、営業収入

が増加しました。営業利益については、一部収受料金及び作業体制の見直し、ま

た事務処理の効率化による更なる経費削減にともない前年比で大きく増加しまし

た。

以上の結果、当期における営業収入は前期比+1,291,968千円（+17.3％）の

8,765,910千円となりました。営業利益は前期比+225,580千円（+225.4％）の

325,673千円となりました。経常利益は前期比+235,975千円（+124.3％）の

425,868千円となりました。当期純利益は、前期比+154,036千円（+98.9％）の

309,852千円となりました。
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セグメントの業績を示しますと、次のとおりであります。

① 港湾運送事業

当社の主要セグメントである当セグメントにおきましては、営業収入（セグ

メント間の内部売上高又は振替高を除く)は、前期比+1,273,242千円（+17.6％）

の8,509,570千円で、全セグメントの97.1％を占めております。

新型コロナウイルス感染の影響等も一部ありましたが、経費等の抑制により

セグメント利益（営業利益）は、前期比+277,834千円（+68.1％）の685,875千

円となりました。

② 自動車運送事業

当セグメントにおきましては、営業収入は回復傾向にありますが、コスト高

騰等により営業利益は減益となりました。

この結果、営業収入は、前期比+18,969千円（+8.2％）の251,395千円で、全

セグメントの2.9％を占めております。

セグメント利益（営業利益）は、前期比△5,190千円（△47.1％）の、5,823

千円となりました。

③ その他

当セグメントにおきましては、海上保険取扱手数料が伸び悩みました。

この結果、営業収入は、前期比△243千円（△4.7％）の4,944千円で、全セグ

メントの0.1％を占めております。

セグメント利益（営業利益）は、前期比△232千円（△4.5％）の4,892千円と

なりました。

・次期の見通し

当期も新型コロナウイルス感染症の影響による輸送低迷等の影響もありまし

たが、営業努力の結果、営業収入については堅調に推移しました。まだまだ変

異株によるコロナウイルス感染症の世界的拡大が懸念されますが、各国共ウィ

ズコロナ政策に切り替えたため、人や物の動きが活発になると期待されます。

しかし、コロナ対策として金融緩和を続けてきた世界各国は、米国を中心に

ゼロ金利から金融縮小、金利アップへと舵を切りはじめ、また、ロシアによる

ウクライナ侵攻により、経済と物の流れが大打撃を受けるものと懸念されます。

これにより、次期は景気の弱体化が進み、荷動きは厳しい状況に入ると思われ

ます。

当社といたしましては、社会情勢を的確に分析しながら、いかなる状況のも

とでも固定費の削減の意識を継続しながら、高付加価値、高収益を目指したＳ

ＣＭ（サプライチェーンマネジメント）を構築し、業績の発展を目指してまい

ります。
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（セグメント情報等）

１ 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能

であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に

検討を行う対象となっているものです。

当社は統括本部において港湾運送事業を統括し、国内本部において自動車運送事

業を統括しております。「港湾運送事業」は港湾運送輸出・輸入業、近海輸送業、港

湾荷役業、倉庫業を含んでおります。「自動車運送事業」は、海上コンテナ輸送、フ

ェリー輸送、トラック輸送を含んでおります。

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定

方法

報告されている事業セグメントごとの会計処理の方法は「重要な会計方針」にお

ける記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益又は損失は、営業利益ベースの数値であります。セグメン

ト間の内部利益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関す

る情報
(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

合計港湾運送
事業

自動車
運送事業

計

売上高

外部顧客に対す
る売上高

8,509,570 251,395 8,760,966 4,944 8,765,910 － 8,765,910

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

1,364,303 487,759 1,852,062 － 1,852,062 △1,852,062 －

計 9,873,873 739,155 10,613,028 4,944 10,617,973 △1,852,062 8,765,910

セグメント利益
(注)３

685,875 5,823 691,698 4,892 696,590 △370,916 325,673

セグメント資産 4,869,533 134,748 5,004,282 1,121 5,005,403 － 5,005,403

(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険その他を含ん
でおります。

２．調整額の内容は、セグメント間取引及び振替高の消去及び全社費用であります。
３．セグメント利益は、損益計算書の営業利益と調整を行っております。

― 5 ―

2022年05月26日 19時56分 $FOLDER; 5ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



４ 報告セグメント合計額と計算書類計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調

整に関する事項)
(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 691,698

「その他」の区分の利益 4,892

全社費用(注) △370,916

損益計算書の営業利益 325,673

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに属しない一般管理費であります。

(2) 対処すべき課題

当社は、厳しい国際・国内物流業界において、如何なる経済環境にあっても安

定した収益を確保できるよう荷主に直結した作業・輸送システムをさらに発展さ

せてまいります。

また、経営姿勢として安全第一、コンプライアンスの徹底、地球環境に配慮し

たグリーン経営をより充実させ、経営資源を有効活用しながら中長期に亘って収

益機会を創造いたします。今後は引き続き財務体質のなお一層の改善を図るべく、

徹底した経営の効率化と安定化を目指してまいります。

(3) 設備投資等及び資金調達の状況

当期の設備投資は総額29,393千円で、その主なものは、トラクタの購入20,000

千円であります。

(4) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

記載すべき事項はありません。

(5) 他の会社の事業の譲受けの状況

記載すべき事項はありません。

(6) 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

記載すべき事項はありません。

(7) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

記載すべき事項はありません。
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(8) 財産及び損益の状況の推移
(単位：千円)

期 別

項 目

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

第99期 第100期 第101期
第102期
(当期)

営 業 収 入 7,365,469 7,410,713 7,473,942 8,765,910

当期純利益又は当期純損失(△) △20,516 △18,379 155,816 309,852

１株当たり当期純利益又は当期純損失(△) △3円30銭 △2円96銭 25円07銭 51円84銭

総 資 産 4,624,482 4,380,787 5,014,095 5,005,403

純 資 産 2,483,427 2,447,605 2,870,302 2,802,312

(注) １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。

(9) 重要な子会社の状況

当社は子会社がありませんので、特記すべき事項はありません。

(10) 主要な事業内容

当社が現在行っている主要な事業の内容は次のとおりであります。

港湾運送事業 港湾運送事業法による無限定業者として、多数の荷主並び

に船会社から委託された輸移出入船積貨物のはしけ運送及

び沿岸荷役作業等の各種港運業務

自動車運送事業 国際海上コンテナー貨物の内陸輸送業務、フェリー利用に

よる隔地間連絡輸送業務並びに大、小各型トラックによる

陸運貨物の現地運送及び集配業務

そ の 他 損害保険代理店業務

(11) 主要な事業所

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

本 社 大阪府大阪市中央区 名 古 屋 支 店 愛知県名古屋市中区

神 戸 支 店 兵庫県神戸市東灘区 東 京 営 業 所 東 京 都 港 区

弁 天 営 業 所 大阪府大阪市港区

(12) 従業員の状況

従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

112名 2名減 46.8歳 18.8年
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(13) 主要な借入先

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 257,990 千円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 180,996

株 式 会 社 南 都 銀 行 117,367

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 108,379

株 式 会 社 み な と 銀 行 90,102

２．会社の株式に関する事項

(1) 株 式 数

発 行 可 能 株 式 総 数 15,000,000株

発 行 済 株 式 総 数 6,228,039株 (自己株式694,438株含む)

(2) 株 主 数 4,494名

(3) 大 株 主

株 主 名 持 株 数 持株比率

大 運 協 力 会 社 持 株 会 1,006,260 株 18.18 ％

大 運 従 業 員 持 株 会 378,776 6.84

藤 本 弘 和 205,328 3.71

UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT 150,254 2.71

前 田 慶 和 150,000 2.71

赤 瀬 弘 66,600 1.20

岩 崎 雅 信 60,367 1.09

大 竹 喜 英 60,200 1.08

上 田 八 木 短 資 株 式 会 社 59,800 1.08

澤 吉 修 53,700 0.97

(注) 持株比率は自己株式（694,438株）を控除して計算しております。

(4) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。
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３．会社役員に関する事項

(1) 取締役の氏名等
(2022年３月31日現在)

氏 名 会社における地位、担当又は重要な兼職の状況

岩 崎 雅 信 代表取締役社長

髙 橋 健 一 代表取締役会長

根 間 岳 史 常 務 取 締 役 （営 業 本 部 長）

福 永 芳 郎 常 務 取 締 役 （営 業 業 務 本 部 長）

中 井 保 弘 取 締 役 （
中井保弘税理士事
務所所長

)

吉 野 弘 一
取 締 役
(常勤監査等委員)

面 屋 晋
取 締 役
( 監 査 等 委 員 ) (

㈱フジコーポレーション

取 締 役)
岡 部 一 男

取 締 役
( 監 査 等 委 員 )

(注) １．取締役 中井保弘、面屋晋、岡部一男の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役
であります。

２．当社は社内の円滑な状況掌握を実施し監査の実効性を高めるため、常勤の監査等委員を選
定しております。

３．取締役（常勤監査等委員）吉野弘一は経理部門における長年の経験を有し、財務及び会計
に関する相当程度の知見を有するものであります。

４．当社は取締役の全員を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責
任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該契約は第三者及び当社に対する取
締役の損害賠償責任のうち、被保険者が負担することとなる損害を填補することとしてお
ります。なお、保険料は全額当社が負担しております。

(2) 取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分

対象となる

役員の員数

（名）

報酬等の総額

（千円）

報酬等の種別の総額（千円）

基本報酬 業績連動報酬等 株式報酬

取締役（監査等委員を除く)

（うち社外取締役）

５

（１）

59,700

(3,000)

59,700

(3,000)

－

(－)

－

(－)

取締役（監査等委員)

（うち社外取締役）

３

（２）

5,130

(1,980)

5,130

(1,980)

－

(－)

－

(－)

監 査 役

（うち社外監査役）

３

（２）

1,710

(660)

1,710

(660)

－

(－)

－

(－)

合 計

（う ち 社 外 役 員）

８

（３）

66,540

(5,640)

66,540

(5,640)

－

(－)

－

(－)

(注) 取締役の個人別の報酬等の決定方針について
取締役の報酬については、当社の企業価値向上に資することを原則としつつ、経営環境及び従業員

に対する処遇との整合性等を考慮して適切な水準を定め、各取締役の役職及び職務内容、常勤・非常
勤の別等を考慮して決定しております。

取締役の報酬額は株主総会の決議に基づき、取締役会によって定められた規則に従って算定され、
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最終的には取締役会（2021年６月25日開催）の授権を受けた代表取締役が、各取締役の役職及び職務
内容、貢献度に応じて決定しております。
また、当該決定方針は、取締役会において決定しております。
取締役（監査等委員である取締役を除く）の金銭報酬の額は、2021年６月25日開催の第101期定時株

主総会において年額18,000万円以内と決議されております（使用人兼務取締役の使用人分給与は含ま
ない）。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く）の員数は５名（うち社
外取締役は１名）です。

監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2021年６月25日開催の第101期定時株主総会において年
額3,600万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は
３名（うち社外取締役は２名）です。

当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役会長 髙橋健一、代表取締役社長 岩崎
雅信が取締役の個別の報酬額の具体的内容を決定しております。
代表取締役に委任する権限の内容は、取締役の職務内容、貢献度等の算定・評価であります。
これらの権限を委任した理由は、当社を取り巻く環境、経営状況等を考慮しつつ、各取締役の職務

内容、貢献度等を算定・評価するのは代表取締役が最も適していると判断したためであります。
監査等委員である取締役の個別の報酬については、監査等委員である取締役の協議により常勤、非

常勤の別、業務分担別の状況を考慮し、決定しております。
当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定

方針に沿うものであると判断しております。
また、各監査役の報酬については、限度額を株主総会の決議により決定したうえで監査役会の協議

により、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮し、限度額の範囲内で決定しております。
なお、2006年６月28日開催の第86期定時株主総会において決議した監査役の報酬額（総額）月額300

万円以内であり、員数は３名（うち社外監査役は２名）です。

(3) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職先と当社との関係

区 分 氏 名 重要な兼職先 兼職の内容 関 係

社外取締役 中 井 保 弘 中井保弘税理士事務所 所 長
当社と取引はあり

ません。

社外取締役

（監査等委員）
面 屋 晋 ㈱フジコーポレーション 取 締 役

当社と取引があり

ます。

② 社外役員の主な活動状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

社外取締役 中 井 保 弘

当期開催の取締役会12回中11回に出席し、期待される役割に基づ

き、客観的な立場から当社の適切な経営の監督を行い、税理士と

して専門的見地から発言を行うなど、助言・提言を行っている。

社外取締役

（監査等委員）
面 屋 晋

当期開催の取締役会12回中10回に出席し、また、当期開催の監査

等委員会・監査役会６回中５回出席し、期待される役割に基づき

経営者として専門的見地から発言を行っている。

社外取締役

（監査等委員）
岡 部 一 男

当期開催の取締役会12回中12回に出席し、また、当期開催の監査

等委員会・監査役会６回中６回出席し、期待される役割に基づき

港湾運送事業の専門的見地から発言を行っている。

③ 社外役員の報酬等の総額

人 数 報酬等の額

社外役員の報酬等の総額 ３人 5,640千円
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４．会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

かがやき監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

支 払 額

公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額 18,000千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 18,000千円

(注) １．会計監査人の報酬等について監査等委員会が同意した理由は、会計監査人の監査計画の内
容及び従前の事業年度における職務執行状況などを確認し、検討した結果、会計監査人の
報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

２．上記金額には、消費税を含みません。
３．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基

づく監査の監査報酬等を明確に区分しておらず、実質的に区分できませんので、当事業年
度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

(3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

会社法第340条第１項に定める事由に該当することなどにより計算関係書類の監

査に重大な支障が生じることが合理的に予想されるときは、監査等委員会は、

全員の同意をもって会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の職務遂

行体制、監査能力、専門性等が当社にとって不十分であると判断したとき、又

は会計監査人を交代することにより当社にとってより適切な監査体制の整備が

可能であると判断したときは、監査等委員会は、会計監査人の不再任に関する

議案を株主総会に提出いたします。

５．会社の体制及び方針

(1) 業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要

① 取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人の職務の執行が法令及

び定款に適合することを確保するための体制

・取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人の職務の執行が、法

令及び定款に適合し、かつ企業倫理の遵守及び社会的責任を果たすため、

社長直属の内部監査室を設け、管理部がコンプライアンス体制の構築、維

持・整備にあたるとともに、全役職員に周知徹底させます。

・内部監査室は、コンプライアンス体制の調査、法令及び定款上の問題の有

無を調査し、取締役会及び監査等委員会に報告します。

・取締役会は、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改

善に努めます。

・監査等委員会は、この内部統制システムの有効性と機能を監査し、課題の

早期発見と是正に努めます。
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② 取締役（監査等委員である取締役を除く）の職務の執行に係る情報の保存及

び管理に関する体制

・取締役（監査等委員である取締役を除く）の職務の執行に係る重要な情報

については、文書に記録し、適切に管理・保存します。

・取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役又

は必要な関係者から閲覧の要請があるときは、これを閲覧に供します。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・当社の事業運営に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクを把握し、その

評価を行い、これを事業運営に活かす仕組みを整備します。

・各部門の長は担当の業務内容を整理し、内在するリスクを把握、分析、評

価し、適切な対策を実施するとともに定期的に見直しを行います。

・事業運営に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合に備え、予め必要な対

応方針を整備し、損失を最小限にとどめるために必要な対応を行います。

④ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の職務の執行が効率的に行われる

ことを確保するための体制

・当社は定例の取締役会を開催し、重要事項の決定及び取締役（監査等委員

である取締役を除く）の業務執行状況の監督等を行います。また取締役会

の機能をより強化し経営効率を向上させるため、社内取締役（監査等委員

である取締役を除く）及び各部門長によって構成する部店長会議を毎月開

催し、業務執行に関する基本事項及び重要事項を決定し、慎重な意思決定

を行う体制を整備します。

⑤ 監査等委員である取締役の職務を補助すべき使用人等に関する事項及び当該

使用人等の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性に関する

事項

・監査等委員である取締役がその職務を補助すべき使用人等を置くことを求

めた場合、取締役会は監査等委員である取締役と協議のうえ、監査等委員

である取締役を補助すべき使用人等として指名することができます。監査

等委員である取締役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人等

への指揮権は監査等委員である取締役に移譲されたものとし、取締役（監

査等委員である取締役を除く）の指揮命令は受けないものとします。

・監査等委員である取締役を補助すべき使用人等の人事異動、人事評価、懲

戒に関しては、監査等委員会の事前の同意を得るものとします。
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⑥ 取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人が監査等委員である取

締役に報告するための体制その他の監査等委員である取締役への報告に関す

る体制

監査等委員である取締役は取締役会のほか、重要な会議に出席し、または

稟議書等の重要書類を閲覧する。

必要に応じ取締役（監査等委員である取締役を除く）、執行役員、その他使

用人から業務の執行の状況を聴取します。

また内部監査室から、会社の業務の執行状況についての内部監査、コンプ

ライアンス状況等についての報告を受けます。

⑦ その他監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するた

めの体制

取締役（監査等委員である取締役を除く）、執行役員、その他使用人とのヒ

アリングを行います。また、会計監査人、顧問弁護士との連携を図ります。

(2) 業務の適正を確保するための体制等の運用状況の概要

① 取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人の職務の執行が法令及

び定款に適合することを確保するための体制

・定例の取締役会を12回開催しました。

・内部監査室は、コンプライアンス体制、法令及び定款上の問題の有無を実

地調査し、随時取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員

である取締役に報告しました。

② 取締役（監査等委員である取締役を除く）の職務の執行に係る情報の保存及

び管理に関する体制

・12回開催した取締役会の資料及び議事録はセキュリティが確保された場所

で適切に保管しました。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・リスクマネジメント基本規程に基づき、当社の事業運営に重大な影響を及

ぼす可能性のあるリスクを把握し、その評価を行い、これを事業運営に活

かしました。

・各部門の長は担当の業務内容を整理し、内在するリスクを把握、分析、評

価し、適切な対策を実施するとともに定期的に見直しを行いました。

④ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の職務の執行が効率的に行われる

ことを確保するための体制

・毎月定例の取締役会を開催し、社内取締役（監査等委員である取締役を除

く）及び各部門長によって構成する部店長会議も毎月開催し、業務執行に

関する基本事項及び重要事項を決定及び確認しました。
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⑤ 監査等委員である取締役の職務を補助すべき使用人等に関する事項及び当該

使用人等の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性に関する

事項

・該当事項はありません。

⑥ 取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人が監査等委員である取

締役に報告するための体制その他の監査等委員である取締役への報告に関す

る体制

・監査等委員である取締役は取締役会のほか、重要な会議に出席し、または

稟議書等の重要書類を閲覧しました。

・内部監査室から、会社の業務の執行状況についての内部監査、コンプライ

アンス状況等についての報告を随時受けました。

⑦ その他、監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保する

ための体制

監査等委員である取締役は会計監査人と定期的な会合を５回開催し、情報

交換しました。

(3) 株式会社の支配に関する基本方針

当社は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させるための施策に邁

進するところ、当社が今後も持続的に企業価値を確保・向上させていくためには、

取引先、従業員をはじめとするステークホルダーとの信頼関係を最大限に活かし、

当社ブランドの更なる強化、当社の強みを活かした競争力の向上などの取組みを

積極的に実行していくことが必要です。

これに対して、近時、わが国の資本市場においては、対象となる会社の経営陣

の同意を得ることなく、一方的に大量の株式の買付を強行するといった動きが顕

在化しつつあります。これらの株式の大量買付の中には、その目的等からみて企

業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式

の売却を事実上強要するおそれがあるもの、当社の取締役会や株主が買付の条件

等について検討し、あるいは当社の取締役会が代替案を提案するための十分な時

間や情報を提供しないもの、当社が買付者の提示した条件よりも有利な条件をも

たらすために買付者との交渉を必要とするもの等、当社の企業価値・株主共同の

利益に資さないものもあり得ます。そこで、当社は、こうした株主により支配さ

れることに反対します。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
(注) 本事業報告中の表示数値未満の端数の取り扱いは、金額及び株式数については切り捨て、比率

その他の数値については四捨五入といたしております。
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貸 借 対 照 表

（2022年３月31日現在）
(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 5,005,403 負 債 の 部 2,203,090

流 動 資 産 2,893,997 流 動 負 債 1,368,596

現 金 及 び 預 金 1,393,816 支 払 手 形 38,267

受 取 手 形 1,393 営 業 未 払 金 633,582

営 業 未 収 入 金 786,926 １年内返済予定の長期借入金 343,387

前 払 費 用 42,214 リ ー ス 債 務 5,655

未 収 入 金 5,700 未 払 金 35,597

立 替 金 666,698 未 払 費 用 44,598

貸 倒 引 当 金 △2,753 未 払 法 人 税 等 166,435

固 定 資 産 2,111,405 預 り 金 21,660

有 形 固 定 資 産 776,759 賞 与 引 当 金 51,626

建 物 92,923 そ の 他 27,786

構 築 物 2,116 固 定 負 債 834,494

機 械 及 び 装 置 48,998 長 期 借 入 金 591,130

車 両 運 搬 具 38,706 退 職 給 付 引 当 金 227,910

工 具 器 具 備 品 5,831 長 期 リ ー ス 債 務 7,729

リ ー ス 資 産 12,000 そ の 他 7,724

土 地 576,183 純 資 産 の 部 2,802,312

無 形 固 定 資 産 159,270 株 主 資 本 2,794,347

の れ ん 139,655 資 本 金 2,394,398

ソ フ ト ウ ェ ア 15,427 資 本 剰 余 金 52,473

そ の 他 4,188 資 本 準 備 金 52,473

投資その他の資産 1,175,375 利 益 剰 余 金 659,628
投 資 有 価 証 券 964,890 利 益 準 備 金 18,025

出 資 金 7,402 そ の 他 利 益 剰 余 金 641,602

長 期 貸 付 金 85,000 繰 越 利 益 剰 余 金 641,602

長 期 前 払 費 用 11 自 己 株 式 △312,153

破 産 更 生 債 権 等 1,215 評価・換算差額等 7,965

固 定 化 営 業 債 権 227,409 その他有価証券評価差額金 7,965

繰 延 税 金 資 産 26,713

そ の 他 79,172

貸 倒 引 当 金 △216,439

合 計 5,005,403 合 計 5,005,403
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損 益 計 算 書

(2021年４月１日から
2022年３月31日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

営 業 収 入 8,765,910

営 業 原 価 8,041,392

営 業 総 利 益 724,518

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 398,844

営 業 利 益 325,673

営 業 外 収 益 133,689

受 取 利 息 配 当 金 32,078

受 取 賃 貸 料 15,690

そ の 他 の 営 業 外 収 益 85,921

営 業 外 費 用 33,494

支 払 利 息 7,042

そ の 他 の 営 業 外 費 用 26,451

経 常 利 益 425,868

特 別 利 益 91,015

固 定 資 産 売 却 益 2,762

投 資 有 価 証 券 売 却 益 88,252

特 別 損 失 38,694

投 資 有 価 証 券 売 却 損 38,331

投 資 有 価 証 券 評 価 損 363

税 引 前 当 期 純 利 益 478,190

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 175,937

法 人 税 等 調 整 額 △7,599

当 期 純 利 益 309,852
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株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

(2021年４月１日から
2022年３月31日まで)

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資本準備金 資本剰余金合計

当 期 首 残 高 2,394,398 52,473 52,473

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当

当 期 純 利 益

自 己 株 式 の 取 得

株主資本以外の項目の当期変動額（純額)

当 期 変 動 額 合 計 ─ ─ ─

当 期 末 残 高 2,394,398 52,473 52,473

(単位：千円)

株 主 資 本

利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本合

計利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 14,296 372,764 387,060 △12,023 2,821,910

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 3,728 △41,014 △37,285 △37,285

当 期 純 利 益 309,852 309,852 309,852

自 己 株 式 の 取 得 △300,130 △300,130

株主資本以外の項目の当期変動額（純額)

当 期 変 動 額 合 計 3,728 268,838 272,567 △300,130 △27,563

当 期 末 残 高 18,025 641,602 659,628 △312,153 2,794,347

(単位：千円)

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

当 期 首 残 高 48,392 48,392 2,870,302

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △37,285

当 期 純 利 益 309,852

自 己 株 式 の 取 得 △300,130

株主資本以外の項目の当期変動額（純額) △40,426 △40,426 △40,426

当 期 変 動 額 合 計 △40,426 △40,426 △67,989

当 期 末 残 高 7,965 7,965 2,802,312
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個 別 注 記 表
１．継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

２．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない

株式等以外のも

の

……決算末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全

部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法

により算定) であります。

市場価格のない

株式等

……移動平均法による原価法であります。

(2) 固定資産の減価償却の方法

リース資産以外

の有形固定資産

……建物（建物附属設備は除く）並びに2016年４月１日以降

に取得した建物附属設備及び構築物については定額法で、

その他の有形固定資産は定率法によっております。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によっております。

ただし、車両運搬具のうち、けん引車及び被けん引車の

法定耐用年数は４年でありますが、これを前者について

は６年で、後者については10年で、償却しております。

リース資産以外

の無形固定資産

……定額法によっております。なお、耐用年数については法

人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

ただし、のれんについては、その効果の及ぶ期間（20年）

にわたって定額法により償却しております。

長期前払費用……均等償却によっております。なお、償却期間については、

法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

リ ー ス 資 産……所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資

産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

によっております。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金…………① 一般債権

貸倒実績率法による限度相当額を計上しております。

② 貸倒懸念債権及び破産更生債権等

財務内容評価法により計上しております。

賞与引当金…………従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給

見込額に基づき計上しております。
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退職給付引当金……従業員の退職金の支出に備えるため、当期末における退

職給付債務及び年金資産に基づき、当期末に発生してい

る額を計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準

① 港湾運送事業及び自動車運送事業

主に、港湾荷役事業、通関業、倉庫業、貨物自動車運送業を行っており、当該

事業に関連して顧客との間に締結した契約に基づいた役務提供を履行する義務

を負っています。このような事業については、顧客との間に締結した契約に基

づいた役務提供の完了により履行義務が充足されると判断しており、顧客との

間に締結した契約上の役務提供が完了した時点で収益を認識しております。ま

た、収益は、顧客との契約において約束された金額にて測定しております。

３．会計方針の変更に関する注記

（収益認識に関する会計基準等の適用）

(1) 会計方針の変更の内容及び理由

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益

認識基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの

支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる

金額で収益を認識することとしております。

これにより、従来、海上保険代理に係る営業収入について総額で収益を認識して

おりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割を判断した結果、純額

で収益を認識する方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については収益認識会計基準第84項ただし書きに定め

る経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及

適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当期首

残高から新たな会計方針を適用しております。

(2) 計算書類の主な項目に対する影響額

従来の方針に比べて、当事業年度の営業収入が29,846千円、営業原価29,846千円

それぞれ減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益については影響があり

ません。
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（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下

「時価算定会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基

準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４

日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新

たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、計算書類に

与える影響はありません。

４．収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
（単位：千円）

報告セグメント

その他 合計港湾運送事

業

自動車運送

事業
計

顧客との契約か

ら生じる収益
8,509,570 251,395 8,760,966 4,944 8,765,910

外部顧客への売

上高
8,509,570 251,395 8,760,966 4,944 8,765,910

(2) 収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）（４）収益及び費

用の計上基準」に記載のとおりです。

５．貸借対照表関係

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 1,623,723千円

６．損益計算書関係

該当事項はありません。
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７．株主資本等変動計算書関係

(1) 当事業年度末日における発行済株式の数 普通株式 6,228,039株

(2) 当事業年度末日における自己株式の数 普通株式 694,438株

(3) 配当に関する事項

① 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資

2021年６月25日定時株主総会 普通株式 利益剰余金

配当金の総額
(千円)

１株当たりの配当額
(円)

基準日 効力発生日

37,285 6 2021年3月31日 2021年6月28日

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力が翌事業年度になる

もの

決議 株式の種類 配当の原資

2022年６月28日定時株主総会 普通株式 利益剰余金

配当金の総額
(千円)

１株当たりの配当額
(円)

基準日 効力発生日

55,336 10 2022年3月31日 2022年6月29日

８．税効果会計関係

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の内訳

繰 延 税 金 資 産

貸 倒 引 当 金 67,028千円

賞 与 引 当 金 15,787千円

未 払 事 業 税 10,558千円

投 資 有 価 証 券 評 価 損 764千円

退 職 給 付 引 当 金 69,694千円

そ の 他 17,600千円

繰 延 税 金 資 産 小 計 181,433千円

評 価 性 引 当 額 △151,210千円

繰 延 税 金 資 産 合 計 30,222千円

繰 延 税 金 負 債

その他有価証券評価差額金 △3,508千円

繰 延 税 金 負 債 合 計 △3,508千円

繰 延 税 金 資 産 の 純 額 26,713千円
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９．１株当たり情報関係

(1) １株当たり純資産額 506円 41銭

(2) １株当たり当期純利益 51円 84銭

１株当たり当期純利益の算定上の基礎は次のとおりであります。

損益計算書上の当期純利益 309,852千円

普通株式に係る当期純利益 309,852千円

普通株式の期中平均株式数 5,977千株

10．金融商品関係

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金及び流動性の高い有価証券等に限

定し、また、資金調達については主として銀行借入、社債による方針でありま

す。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である営業未収入金及び立替金は、顧客の信用リスクに晒されてお

ります。当該リスクに関しては、当社の与信管理規程に従い、取引先ごとの期

日回収管理及び残高管理を行う体制としております。

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、

各四半期ごとに把握された時価が取締役会に報告されております。

営業債務である営業未払金は、そのほとんどが１年以内の支払期日でありま

す。

借入金は、主に営業取引に係る資金調達であります。

営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社では各四半

期ごとに資金繰り計画を作成する等の方法により管理しております。
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２．金融商品の時価等に関する事項
当事業年度（2022年３月31日） (単位：千円)

貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額

投資有価証券

その他有価証券 958,180 958,180 ─

資産 計 958,180 958,180 ─

長期借入金
(１年内返済予定の長期
借入金を含む)

(934,517) (932,975) △1,541

負債 計 (934,517) (932,975) △1,541

(*1) 「現金及び預金」「営業未収入金」「立替金」「営業未払金」については、現金であること、及び
短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似するものであることから、記載を省略しており
ます。

(*2) 負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

(注１) 投資有価証券

有価証券はその他有価証券として保有しており、これに関する種類ごとの取得原

価、貸借対照表計上額及びこれらの差額は以下のとおりであります。
(単位：千円)

種類 取得原価
貸借対照表
計上額

差額

貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの

株式 271,854 368,002 96,147

その他 － － －

貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの

株式 664,701 582,909 △81,791

その他 10,150 7,268 △2,881

合計 946,705 958,180 11,474

(注２) 市場価格のない株式等
(単位：千円)

区分 貸借対照表計上額

非上場株式 6,710

これらについては、「その他有価証券」に含めておりません。
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(注３) 金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位：千円)

１年以内

現金及び預金 1,393,816

営業未収入金 786,926

立替金 666,698

合計 2,847,442

(注４) 長期借入金の決算日後の返済予定額
(単位：千円)

区分 1年内
１年超２年

以内

２年超３年

以内

３年超４年

以内

４年超５年

以内
５年超

長期借入金 343,387 286,016 213,150 63,162 28,802 －

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳などに関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じ

て 以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場におい

て形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相

場価格により算定した時価

レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプ

ット以外の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定された時

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それ

らのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位あ最

も低いレベルに時価を分類しております。
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（1）時価をもって貸借対照表に計上している金融商品

当事業年度(2022年3月31日) (単位：千円)

区 分

時 価

レベル1 レベル2 レベル3 合計

投資有価証券

株式

その他

950,911

7,268

－

－

－

－

950,911

7,268

資産 計 958,180 － － 958,180

（2）時価をもって貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

当事業年度(2022年3月31日) (単位：千円)

区 分

時 価

レベル1 レベル2 レベル3 合計

長期借入金(1年内

返済予定の長期借

入金を含む)

－ 932,975 － 932,975

負債計 － 932,975 － 932,975

(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取

引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。

長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場

合に想定される利率で割引いて算定する方法によっており、レベル2の時価に

分類しております。

11．関連当事者との取引関係

該当事項はありません。

12．重要な後発事象関係

該当事項はありません。

13．その他

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

2022年５月27日

株式会社 大 運
取締役会 御中

かがやき監査法人

大阪事務所

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 上 田 勝 久

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 森 本 琢 磨

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社大運の

2021年４月１日から2022年３月31日までの第102期事業年度の計算書類、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその
附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状
況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査
における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業
倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、

その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、
その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含ま
れておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではな
い。
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計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、
通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過
程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよう
な重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがある
と判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は
誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類
等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥
当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職
務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等

に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得
て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、
監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持し
て以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要

な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択
及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切
な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によっ
て行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価す
る。
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・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかど
うか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生
じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、
監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を
含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査
の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及
び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理
に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に
考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記

載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2021年４月１日から2022年３月31日までの第102期事業年度

の取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下

のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関

する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統

制システム）の状況について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況

について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとと

もに、下記の方法で監査を実施しました。

①各監査等委員は、監査等委員会が定めた監査の基準に準拠し、監査の方針、

職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を

図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他

重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について

報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及

び主要な事務所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

②事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針につい

ては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検

討を加えました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監

視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告

を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂

行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号

に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計

審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求め

ました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計

算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及

びその附属明細書について検討いたしました。
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２．監査の結果

(１) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正

しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反す

る重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。

また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職

務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する

者の在り方に関する基本方針は相当であると認めます。

(２) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人かがやき監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。

2022年５月31日

株式会社大運 監査等委員会

監査等委員長

常勤監査等委員
吉 野 弘 一 ㊞

監査等委員 面 屋 晋 ㊞

監査等委員 岡 部 一 男 ㊞

（注） 監査等委員 面屋晋及び岡部一男は、会社法第２条第15号及び第331条第６項

に規定する社外取締役であります。

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件
2022年６月29日を効力発生日とし、金銭による配当総額55,336,010円を期末

(2022年３月31日）現在の株主の皆様にその所有普通株式１株につき10円の割合を

もって利益剰余金からお支払いさせていただくことについてご承認をお願いする

ものであります。

第２号議案 定款一部変更の件
１．変更の理由

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに

規定する改正規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会参考書類等の

電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものです。

（１） 変更案第17条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子

提供措置をとる旨を定めるものです。

（２） 変更案第17条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事

項の範囲を限定するための規定を設けるものです。

（３） 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第17

条）は不要となるため、これを削除するものです。

（４） 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものです。
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２．変更の内容

変更内容は以下のとおりであります。（下線部分が変更箇所）

現行定款 変更案

第17条 （株主総会参考書類等のインターネ

ット開示とみなし提供）

当会社は、株主総会の招集に際し、株主

総会参考書類、事業報告、計算書類及び連

結計算書類に記載又は表示をすべき事項に

係る情報を、法務省令に定めるところに従

いインターネットを利用する方法で開示す

ることにより、株主に対して提供したもの

とみなすことができる。

（新設）

（新設）

（削除）

第17条 （電子提供措置等）

当会社は、株主総会の招集に際し、株主

総会参考書類等の内容である情報について、

電子提供措置をとるものとする。

２ 当会社は、電子提供措置をとる事項

のうち法務省令で定めるものの全部または

一部について、議決権の基準日までに書面

交付請求した株主に対して交付する書面に

記載しないことができる。

（附則）

１．定款第17条の変更は、会社法の一部

を改正する法律（令和元年法律第70号）附

則第１条ただし書きに規定する改正規定の

施行の日である2022年９月１日（以下「施

行日」という）から効力を生ずるものとす

る。

２．前項の規定にかかわらず、施行日か

ら６か月以内の日を株主総会の日とする株

主総会については、定款第17条（株主総会

参考書類等のインターネット開示とみなし

提供）はなお効力を有する。

３．本附則は、施行日から６か月を経過

した日または前項の株主総会の日から３か

月を経過した日のいずれか遅い日後にこれ

を削除する。

― 32 ―

2022年05月26日 19時56分 $FOLDER; 32ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じで

す。）全員（５名）は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役５

名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当 社
株 式 数

１

イワ サキ マサ ノブ

岩 崎 雅 信

1968年５月18日生

1989年３月

関西商運株式会社 入社

2007年４月

当社 移籍入社 管理部総務課課長

2010年１月

当社 管理部次長

2012年７月

当社 管理部部長

2014年10月

当社 執行役員管理本部担当

2017年6月

当社 取締役

2018年6月

当社 代表取締役社長（現任）

60,367株

２

タカ ハシ ケン イチ

髙 橋 健 一

1948年７月24日生

1995年10月
当社 営業三部開発兼

企画室課長
1996年７月
当社 営業三部開発兼

企画室次長
1997年７月
当社 管理部部長兼企画室室長

2002年６月
当社 取締役企画室室長

2003年６月
当社 常務取締役

企画室室長
2004年４月
当社 代表取締役専務

営業本部長
2007年４月
当社 代表取締役社長

2018年６月
当社 代表取締役会長（現任）

50,248株
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当 社
株 式 数

３

コン マ タケ シ

根 間 岳 史

1969年７月14日生

1993年４月
当社 入社

2002年４月
当社 営業部輸入課長

2005年４月
当社 営業本部 次長

2009年４月
当社 営業本部 部長

2014年12月
当社 執行役員（東京営業所担当）

2018年４月
当社 執行役員 営業本部副本部長

2018年６月
当社 取締役 営業本部長

2021年６月
当社 常務取締役 営業本部長（現任）

17,800株

４

フク ナガ ヨシ ロウ

福 永 芳 郎

1972年５月15日生

1993年11月
当社 入社

2004年４月
当社 国内部 課長

2006年７月
当社 国内部 次長

2007年10月
当社 国内部 部長

2017年７月
当社 執行役員（国内本部 兼 営業業務本部

担当）
2018年６月
当社 取締役 営業業務本部長

2021年６月
当社 常務取締役 営業業務本部長（現任）

20,740株
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当 社
株 式 数

５

ナカ イ ヤス ヒロ

中 井 保 弘

1957年２月22日生

1975年４月

大阪国税局 入局

2002年７月

大阪国税局 辞職

2002年８月

税理士登録

2008年３月

税理士法人ナイスアシスト 社員

2013年９月

同法人退職

2013年10月

中井保弘税理士事務所設立 同所長就任（現任）

2016年６月

当社 非常勤監査役就任

2019年６月

当社 非常勤取締役（現任）

0株

(注) １．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．中井保弘氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、現在当社の社外取締役であり、そ

の在任期間は本総会終結の時をもって３年であります。
３．当社は、社外取締役の独立性については、東京証券取引所が示す独立性判断基準を社外取

締役の独立性基準としております。また、社外取締役の選任に当たっては、取締役会にて
当社の経営に的確に助言、監督ができる専門性を有する社外取締役を選任することとして
おります。上記に基づき、当社は中井保弘氏を東京証券取引所の定めに基づく独立社員と
して届け出ており、原案どおり選任された場合には、引き続き独立役員になる予定であり
ます。

４．社外取締役候補者の選任理由及び独立性について
① 中井保弘氏につきましては、税理士としての専門的な知識・経験等を当社の経営に生か

していただくことを期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
② 中井保弘氏は、過去に直接会社の経営に関与しておりませんが、上記の理由により社外

取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
③ 中井保弘氏は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者、又は役員の配偶者、三親

等以内の親族その他これに準ずるものではありません。
５．役員等賠償責任保険契約について

当社は、保険会社との間で、取締役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定す
る役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該契約を継続し更新する予定であります。
各候補者が選任された場合には、各氏は当該契約の被保険者となります。
当該契約は、第三者及び当社に対する取締役の損害賠償責任のうち、被保険者が負担する
こととなる損害を填補の対象としております。なお、保険料は全額当社が負担しておりま
す。
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（ご参考）

第３号議案が承認された後の取締役会及び監査等委員会のスキルマトリックス

氏 名 地 位 企業経営

営業・

マーケテ

ィング

財務会計
人事労務

法務

ＥＳＧ経

営

情報・

安全

岩崎 雅信 代表取締役社長 ● ● ● ● ●

髙橋 健一 取締役会長 ● ● ● ● ●

根間 岳史 常務取締役 ● ●

福永 芳郎 常務取締役 ● ● ●

中井 保弘 取締役（社外） ● ● ●

吉野 弘一
取締役監査等委員

（常勤）
● ● ● ●

面屋 晋
取締役監査等委員

（社外）
● ●

岡部 一男
取締役監査等委員

（社外）
● ● ●

(注)本表は、期待する専門性・属性を示したものであり、各取締役・各監査等委員である取締役が有す

る全てのスキルを表すものではありません。
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第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補

欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。

なお、この補欠の監査等委員である取締役１名の選任が効力を有する期間は、

法令により次回の定時株主総会の開始の時までとなりますが、補欠の監査等委員

である取締役の選任は、監査等委員である取締役就任前に限り、取締役会の決議

によって取り消すことができるものといたします。

なお、本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

氏 名
(生年月日)

略歴及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当 社
株 式 数

ナカ ニシ アキ オ

中 西 章 夫

1950年３月８日生

1968年３月

近畿海運局 敦賀支局 入局

1995年４月

近畿運輸局 舞鶴海運支局 監理課長

2005年４月

近畿運輸局 総務部 次長

2006年４月

近畿運輸局 海事振興部 部長

2008年１月

社団法人近畿海事広報協会 事務局長

2012年４月

公益社団法人近畿海事広報協会

事務局長（現任）

0株

(注) １．候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．中西章夫氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。同氏は東京証券取

引所の定める独立役員の資格を満たしております。
３．補欠の監査等委員である社外取締役候補者の選任理由及び独立性について

① 中西章夫氏につきましては、長年近畿運輸局に勤務された豊富な知識・経験等を、客観
的な立場から当社の経営の監査等に活かしていただくことを期待し、補欠の監査等委員
である社外取締役として選任をお願いするものであります。

② 中西章夫氏は、過去に直接会社の経営に関与しておりませんが、上記の理由により社外
取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。

③ 中西章夫氏は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者、又は役員の配偶者、三親
等以内の親族その他これに準ずるものではありません。

４．役員等賠償責任保険契約について
当社は、保険会社との間で、取締役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する
役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該契約を継続し更新する予定であります。
中西章夫氏が監査等委員である取締役に就任された場合には、同氏は当該契約の被保険者
となります。
当該契約は、第三者及び当社に対する取締役の損害賠償責任のうち、被保険者が負担する
こととなる損害を填補の対象としております。なお、保険料は全額当社が負担する予定で
す。

以 上
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インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットにより議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了

承いただきますようお願い申し上げます。

１．議決権行使ウェブサイトについて

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブ

サイトをご利用いただくことによってのみ可能です。

議決権行使ウェブサイトアドレス https://www. w
ウェブ行使

eb54 .net

２．議決権行使の方法について

（１）パソコンをご利用の方

上記アドレスにアクセスいただき、同封の議決権行使書用紙に記載された

「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って

賛否をご入力ください。

（２）スマートフォンをご利用の方

同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブ

サイトログインＱＲコード」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コー

ド」及び「パスワード」が入力不要のスマートフォン用議決権行使ウェブサイ

トから議決権を行使できます。

なお、一度議決権を行使した後で行使内容の変更をされる場合には、再度Ｑ

Ｒコードを読み取り、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」及び

「パスワード」を入力いただく必要があります。

３．議決権行使のお取り扱いについて

（１）議決権の行使期限は2022年６月27日（月曜日）午後５時までとなっておりま

すので、お早めの行使をお願いいたします。

（２）書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インタ

ーネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、イ

ンターネットによって複数回数、又は、パソコン・スマートフォンで重複して

議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお

取扱いいたします。

（３）議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の

料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。

（４）パソコンのインターネットのご利用環境等によっては、議決権行使ウェブサ

イトがご利用できない場合があります。
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４．パスワード及び議決権行使コードのお取扱いについて

（１）パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための

重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。

（２）パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの

再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。

（３）議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効

です。

５．パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

（１）本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、

下記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

【電話】 0120(652)031 （受付時間 9:00～21:00）

（２）その他のご照会は、以下のお問い合わせ先にお願いいたします。

ａ．証券会社に口座をお持ちの株主様

お取引の証券会社あてお問い合わせください。

ｂ．証券会社に口座のない株主様（特別口座の株主様）

三井住友信託銀行 証券代行部

【電話】 0120(782)031 （受付時間 9:00～17:00 土日休日を除く）

以 上
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みずほ銀行

セントレジス

ホテル大阪

中央大通

阪神高速 13 号大阪線

なんば方面

梅田・新大阪方面

御堂会館

難波別院

御堂筋本町アーバンビル

株主総会会場

ＴＫＰ大阪本町
カンファレンスセンター

東芝大阪ビル

相愛学園

ヨドコウビル

モリトビル

大阪センタービル
地
下
鉄
四
つ
橋
線

地
下
鉄
御
堂
筋
線

⑫

株主総会会場ご案内図

ＴＫＰ大阪本町カンファレンスセンター

大阪市中央区久太郎町三丁目５ー19
大阪ＤＩＣビル３Ｆ
TEL０６－４４００－５２６１

＜交通ご案内＞

◎地下鉄御堂筋線「本町」下車（⑫番出口)、徒歩約１分

◎地下鉄中央線 「本町」下車（⑫番出口)、徒歩約１分

◎地下鉄四つ橋線「本町」下車（⑫番出口)、徒歩約１分
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